
医療と介護の専門職出張講座

対  象 町内在住者が5人以上で活動している団体

申 込 み 裏面の「出張講座申込書兼計画書」に記入し、希望日の約1か月前まで

  にお申し込みください。申し込み後、日程等調整させていただきます。
専門職の診療等の空き時間を活用して実施するため、希望に添えないこともありますのでご了承ください。

日  時 令和６年４月15日（月）から令和７年３月31日（月）までの希望日

時  間 平日 午前９時から午後４時まで

（夜間・土日・祝日は応相談、１２月２９日から１月３日は除く）

場  所 町内の公民館・施設等、ご希望の場所へ出張します！
 会場準備、開催周知、参加者のとりまとめは各団体でお願いします。

★申込み・問い合わせ★ 【東郷町受託事業】

 東郷町在宅医療・介護連携支援センター やまびこ東郷
（一般社団法人 東名古屋医師会）

TEL：0561-75-5512 FAX：0561-75-5517

普段は聞きづらいあんなことも直接聞ける！

講 座 名 講 師 内 容

１ 在宅医療について 医師※1 在宅医療とはどのようなものであるのかお話します

２
ACP(アドバンス・ケア・
プランニング)について

医師※1
万が一の時に備えてどのような医療やケアを望んでいる
のか、事前に話し合うことについて、具体的にお話します

３ 認知症の正しい知識 医師※1 認知症の症状や特徴についてお話します

４ 終末期医療について 医師※1 終末期医療の実際をお話します

５ お家で歯科 歯科医師※2 歯科訪問診療でできる内容をお伝えします

６
お口の中を綺麗にすると

いいことだらけ
歯科医師※2

近年、注目されている口腔ケアについての効果や歯科の
活用方法をお伝えします

７ オーラルフレイルについて考えよう 歯科医師※2
オーラルフレイルについての理解を深め、介護予防に生か
す話をします

８ 口から食べる幸せを続けよう 歯科医師※2
口から食べ続けるためにはどんなことが必要かを説明しま
 す

９ 薬の上手な飲み方 薬剤師 薬の基本、管理方法、お薬手帳、かかりつけのお話

10 薬剤師が行う在宅医療 薬剤師 薬剤師が自宅で行う訪問指導の説明をします

11 訪問看護ってな～に？ 訪問看護師 訪問看護のサービス内容をお話します

12 認知症の訪問看護 訪問看護師
訪問看護師が認知症の方にどう関わっているかお話しし
ます

13 最期まで自宅で過ごすお手伝い 訪問看護師 ご自宅で最期を迎える…実体験を含めてお話します

1４ 介護保険の利用Q＆A
ケアマネ
ジャー

介護保険制度の利用について、分かりやすく説明します

1５
住み慣れたまちで、最期まで
暮らし続けるためには？

医療介護
サポートセンター

在宅医療・介護について、利用できるサービスについて説
明し、選択肢を提案します

お待ちしています

※１医師は平日午後１時３０分～３時３０分のみ実施可能
※２歯科医師は木曜日のみ実施可能



医療と介護の専門職出張講座申込兼計画書【様式１】

令和 年 月 日次のとおり、出張講座を申し込みます。

講 座 名
※希望の講座に

１つ〇をつけてください

在宅医療について（６０分程度）※平日13：30～15：30のみ

ACP(アドバンス・ケア・プランニング)について（６０分程度）
※平日13：30～15：30のみ

認知症の正しい知識（６０分程度）※平日13：30～15：30のみ

終末期医療について（６０分程度）※平日13：30～15：30のみ

お家で歯科 （６０分程度）※木曜日のみ

お口の中を綺麗にするといいことだらけ （６０分程度）※木曜日のみ

オーラルフレイルについて考えよう （６０分程度）※木曜日のみ

口から食べる幸せを続けよう （６０分程度）※木曜日のみ

薬の上手な飲み方 （６０分程度）

薬剤師が行う在宅医療 （６０分程度）

訪問看護ってな～に？ （６０分程度）

認知症の訪問看護 （６０分程度）

最期まで自宅で過ごすお手伝い （６０分程度）

介護保険の利用Q＆A （６０分程度）

住み慣れたまちで、最期まで暮らし続けるためには？（６０分程度）

団 体 名

代 表 者 
※後日、日程調整の
ための連絡をさせてい

ただきます

氏 名：

住 所：

電話番号：

希 望 日 時
※できるだけ
第３希望まで
ご記入ください

【第１希望】
年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

【第２希望】
年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

【第３希望】
年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

場 所

参加希望人数 人

要 望 等

【高齢者支援課記入欄】

日時は令和６年４月15日（月）から令和７年３月31日（月）の平日午前９時から午後４
時まで（夜間・土日・祝日は応相談。ただし、12月29日から１月３日は除く。）
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